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(57)【要約】
【課題】オーバーフロー用排水口を人の目に見えないよ
うに隠して、意匠性を向上すること、及び、ポップアッ
プ伝達部材の上端部の損傷を防ぐことが可能な排水栓遠
隔操作構造体を提供することを目的とする。
【解決手段】オーバーフロー用排水口６にポップアップ
伝達部材10の上端部10Ａを上下ストレート状に配設する
。しかも、隠しカバーＣと手動操作部材９とを兼用して
、排水口６を包囲状に付設する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーバーフロー用排水口（６）にポップアップ伝達部材（10）の上端部（10Ａ）を上下
ストレート状に配設し、上記オーバーフロー用排水口（６）を包囲する隠しカバー（Ｃ）
に該上端部（10Ａ）を連結して、該隠しカバー（Ｃ）を手動操作部材（９）に兼用したこ
とを特徴とする排水栓遠隔操作構造体。
【請求項２】
　オーバーフロー配管（７）内にポップアップ伝達部材（10）を挿入し、該伝達部材（10
）の上端部（10Ａ）を上下ストレート状としつつオーバーフロー用排水口（６）に配設し
、該オーバーフロー用排水口（６）を包囲する隠しカバー（Ｃ）に該上端部（10Ａ）を連
結して、該隠しカバー（Ｃ）を手動操作部材（９）に兼用したことを特徴とする排水栓遠
隔操作構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水栓遠隔操作構造体に係り、より詳しくは、洗面台（洗面ボール）や浴槽
の排水栓（弁）を遠隔操作する構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上述の排水栓遠隔操作構造体としては、図14, 図15に例示するように、洗面ボー
ルや浴槽等の貯水槽41の側壁42の中間高さ乃至上端近傍にオーバーフロー用排水口43を手
前（水平）方向に開設して、手動操作部材44を矢印Ｈ方向に手動操作し、この矢印Ｈ方向
の作動を、ワイヤ等のポップアップ伝達部材45を介して、貯水槽41の底壁46の排水栓47に
伝達するように連繋して、開閉作動していた。
　しかも、図14, 図15からも明らかなように、オーバーフロー配管48内に上記ポップアッ
プ伝達部材45を挿入して、手動操作部材44と排水栓47とを、連繋するものが知られている
（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平９－２６８６２４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の従来の排水栓遠隔操作構造体は、小さな曲率半径Ｒ0 でポップアップ伝達部材（
レリースワイヤ）を屈曲させるので、この屈曲部49にて折損したり、大きな摩擦抵抗を生
じて作動が困難になる等の故障を発生する虞があった。
　さらに、オーバーフロー用排水口43が、直接的に人の目に見えて、見苦しく、意匠性も
悪い等の問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　そこで、本発明は、オーバーフロー用排水口にポップアップ伝達部材の上端部を上下ス
トレート状に配設し、上記オーバーフロー用排水口を包囲する隠しカバーに該上端部を連
結して、該隠しカバーを手動操作部材に兼用したものである。
　また、オーバーフロー配管内にポップアップ伝達部材を挿入し、該伝達部材の上端部を
上下ストレート状としつつオーバーフロー用排水口に配設し、該オーバーフロー用排水口
を包囲する隠しカバーに該上端部を連結して、該隠しカバーを手動操作部材に兼用したも
のである。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明に係る排水栓遠隔操作構造体によれば、手動操作部材がオーバーフロー用排水口
を覆うように隠すことができ、人の目に直接的にオーバーフロー用排水口が見えず、意匠
性が向上でき、気持ち良く洗面ボールや浴槽等の使用ができる。
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　また、ポップアップ伝達部材の上端部は直線状態として、無理な曲げ力が作用せず、ス
ムースに力の伝達が行われると共に、伝達部材の損傷を防止し、耐久性が向上する。さら
に、装置の施工性及び信頼性が向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、図示の実施の形態に基づき本発明を詳説する。
　図１～図５に示す第１の実施の形態、図６～図11に示す第２の実施の形態、及び、図12
～図13に示す第３の実施の形態につき、共通した基本的構成から、まず説明すれば、１は
、水を貯溜可能な槽であって、洗面ボールを例示し、この槽１の底壁２には排水口４が開
設されて、これに排水栓３が開閉可能に付設されている。そして、槽１の側壁５の上端近
傍には、オーバーフロー用排水口６が上方向に開設されている。このとき、槽１が洗面ボ
ールの場合は、後方の側壁５にオーバーフロー用排水口６が配設されることとなる。
【０００７】
　10はポップアップ伝達部材であり、その上端部10Ａは、オーバーフロー用排水口６に上
下ストレート状に配設される。
　７はオーバーフロー配管であり、上記伝達部材10は、このオーバーフロー配管７に挿入
されている。上記底壁２の排水口４は、図外の下水管に連通する排水管20に連通連結され
ているが、この排水管20をＴ字型に分岐して、この分岐部20Ａに於て、上記オーバーフロ
ー配管７が接続される。
　ポップアップ伝達部材10は、この分岐部20Ａにて弯曲して、約90°方向変換し、その端
部10Ｂは、排水栓３の傘状弁体12に連結される。
【０００８】
　そして、槽１の側壁５の上端縁と、上周面１Ａとの角部１Ｂを、例えば、直方体形状に
切欠いて凹窪部８を形成し、この凹窪部８の底面８Ａに、オーバーフロー用排水口６を上
方向に開口するように配設する。Ｃは、この上方開口状のオーバーフロー用排水口６を、
上方及び前方から包囲する隠しカバーであり、この隠しカバーＣは、その裏面を、伝達部
材10の上端部10Ａに連結し、手動にてポップアップ伝達部材10を操作させるための手動操
作部材９に兼用する。
【０００９】
　図１～図５に示した第１の実施の形態では、底壁２の排水栓３が開の状態───以下、
開栓時という───にあっては、隠しカバーＣ（手動操作部材９）の天井壁部14の上面13
は、槽１の周壁の上周面１Ａと段差が無くなって、同一平面状態を保っている（図１と図
３参照）。具体的には、隠しカバーＣ（手動操作部材９）の形状は、矩形状の天井壁部14
と、この天井壁部14の４辺から垂設された前壁部15，左右側壁部16, 16，後壁部17とを、
有し、前壁部15の上下寸法を十分に大きくなるように設定し、図１と図３に示す開栓時で
は、凹窪部８の略全体を隠して、凹窪部８の底面８Ａの前端縁と、前壁部15の下端縁との
間には、微小ギャップＧが形成され、乃至、軽く相互に接触する。
【００１０】
　次に、底壁２の排水栓３が閉の状態───以下、閉栓時という───にあっては、図２
と図４に示すように、隠しカバーＣ（手動操作部材９）の天井壁部14の上面13は、槽１の
周壁の上周面１Ａよりも所定ストローク分の段差寸法Ａだけ上方位置にあり、この段差寸
法Ａは、左右側壁部16, 16及び後壁部17の高さ寸法よりも小さい。即ち、左右側壁部16, 
16及び後壁部17の高さ寸法を、段差寸法Ａよりも小さく設定し、これによって、左右側壁
部16と後壁部17は、常時、凹窪部８の内部を隠している。
【００１１】
　そして、この閉栓時では、図２と図４に示す如く、前壁部15の下端縁と、凹窪部８の底
面８Ａとの間に、オーバーフロー用窓部18が形成される。
　なお、天井壁部14の裏面中央部には、孔付ボス部19を垂設して、その孔に、伝達部材10
の上端を挿入して固着している。
【００１２】
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　次に、図12と図13に示した第３の実施の形態では、上述の第１の実施の形態と以下の点
で相違する。即ち、図13に示す閉栓時に段差が無くなり、図12に示す開栓時に段差Ｅが生
ずる。具体的に説明すれば、開栓時（図12）には、手動操作部材９（隠しカバーＣ）の上
面13が、槽１の上周面１Ａよりも、段差Ｅ分だけ沈み込んだ下降状態にあり、このとき、
微小ギャップＧが前壁部15の下端縁と、凹窪部８の底面８Ａとの間に形成され、又は、軽
く接触している。そして、閉栓時（図13）には、手動操作部材９（隠しカバーＣ）の上面
13が、槽１の上周面１Ａと同一平面状となると共に、オーバーフロー用窓部18が形成され
る。
【００１３】
　ところで、図１～図５の第１の実施の形態、及び、図12～図13の第３の実施の形態では
、手動操作部材９の前壁部15と、側壁５の上端面とは、同一鉛直面状を形成するように、
前壁部15の前後方向位置が設定され、開栓時にあって、微小ギャップＧをもって、前壁部
15の下端縁が底面８Ａに接近し、又は、軽く接触して、意匠性も優れている。
【００１４】
　これに対し、図６～図10に示した第２の実施の形態では、開栓時（図６）及び閉栓時（
図７）のいずれに於ても、（図示省略のスプリングを、伝達部材10の途中に介在させるこ
とにより、）手動操作部材９は段差の無い高さに位置する構成としている。つまり、手動
操作部材９の上面13は、槽１の上周面１Ａと同一平面状を保持し、段差が生じない。但し
、前壁部15が、所定寸法Ｆだけ側壁５よりも前方（手前）に張り出すように、下方開口状
のオーバーフロー間隔部18Ａを形成している。
　図８及び図10に示すように、所定段差Ｅ分だけ手動操作部材９（隠しカバーＣ）が下降
するのは、使用者が上面13を押下げる力を加えた押し込み状態の時のみである。
【００１５】
　なお、上述の図示の実施の形態では、槽１が洗面ボールの場合を示したが、これ以外に
浴槽や他の洗面台等であっても自由である。あるいは、伝達部材10を、オーバーフロー配
管７の外部に配設するのにも、適用可能である。
【００１６】
　本発明は、上述のように、オーバーフロー用排水口６にポップアップ伝達部材10の上端
部10Ａを上下ストレート状に配設し、上記オーバーフロー用排水口６を包囲する隠しカバ
ーＣに該上端部10Ａを連結して、該隠しカバーＣを手動操作部材９に兼用した構成である
ので、ポップアップ伝達部材10の上端部10Ａが小さな曲率半径Ｒ0 をもって、（図14，図
15のように、）弯曲した場合の折損事故を防止でき、かつ、ワイヤー等から成る伝達部材
10の摩擦抵抗の増加も防ぐことができて、スムースな排水栓開閉を行い得る。さらに、オ
ーバーフロー用排水口６が人の目に見えずに、美しく隠すことが可能であり、意匠性も著
しく改善できる。
【００１７】
　また、オーバーフロー配管７内にポップアップ伝達部材10を挿入し、該伝達部材10の上
端部10Ａを上下ストレート状としつつオーバーフロー用排水口６に配設し、該オーバーフ
ロー用排水口６を包囲する隠しカバーＣに該上端部10Ａを連結して、該隠しカバーＣを手
動操作部材９に兼用した構成であるので、伝達部材10をオーバーフロー配管７内に挿入し
て組立て易くなり、装置の施工性と信頼性が改善できる。また、水密的な接続を行う箇所
が減少し、漏水の虞が無くなり、下方のキャビネット内等に伝達部材10が露出しないで済
む。そして、ポップアップ伝達部材10の上端部10Ａが小さな曲率半径Ｒ0 をもって、（図
14，図15のように、）弯曲した場合の折損事故を防止でき、かつ、ワイヤー等から成る伝
達部材10の摩擦抵抗の増加も防ぐことができて、スムースな排水栓開閉を行い得る。さら
に、オーバーフロー用排水口６が人の目に見えずに、美しく隠すことが可能であり、意匠
性も著しく改善できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す開栓時の断面側面図である。
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【図２】閉栓時の断面側面図である。
【図３】開栓時の要部斜視図である。
【図４】閉栓時の要部斜視図である。
【図５】要部分解斜視図である。
【図６】第２の実施の形態を示す開栓時の断面側面図である。
【図７】閉栓時の断面側面図である。
【図８】切換操作途中の状態を示す断面側面図である。
【図９】閉栓時及び開栓時の要部斜視図である。
【図１０】切換操作途中の状態の要部斜視図である。
【図１１】要部分解斜視図である。
【図１２】第３の実施の形態を示す開栓時の断面側面図である。
【図１３】閉栓時の断面側面図である。
【図１４】従来例を示す開栓時の断面側面図である。
【図１５】従来例を示す閉栓時の断面側面図である。
【符号の説明】
【００１９】
　６　オーバーフロー用排水口
　７　オーバーフロー配管
　９　手動操作部材
　10　ポップアップ伝達部材
　10Ａ　上端部
　Ｃ　隠しカバー

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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